
貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

参
議
院
財
政
金
融
委
員
会

平
成
十
八
年
十
二
月
十
二
日

政
府
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
、
十
分
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

一

上
限
金
利
引
下
げ
を
始
め
と
す
る
改
正
法
の
可
及
的
速
や
か
な
施
行
に
努
め
る
と
と
も
に
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
体
制
や
セ

ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
貸
付
の
充
実
、
ヤ
ミ
金
融
へ
の
取
締
強
化
、
登
録
業
者
へ
の
監
督
強
化
、
金
融
経
済
教
育
の
充
実
な
ど
、

多
重
債
務
問
題
の
解
決
に
向
け
た
対
策
に
政
府
を
挙
げ
て
取
り
組
む
た
め
、
内
閣
官
房
に
多
重
債
務
者
対
策
本
部
を
早
期
に

設
置
し
、
関
係
省
庁
が
連
携
し
て
、
官
民
一
体
と
な
っ
た
取
組
を
推
進
す
る
こ
と
。

一

多
重
債
務
者
に
対
す
る
相
談
窓
口
を
設
置
し
て
適
切
な
助
言
を
行
い
、
ま
た
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
機
関
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
を
構
築
し
て
、
必
要
な
紹
介
を
行
う
な
ど
、
多
重
債
務
を
抱
え
る
住
民
に
対
す
る
支
援
体
制
を
整
備
す
る
よ
う
、
各
地
方

自
治
体
に
対
し
、
要
請
を
行
う
こ
と
。
ま
た
、
事
前
予
防
型
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
と
債
務
整
理
型
事
後
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
を
共

に
強
化
し
、
資
金
需
要
者
が
適
切
な
タ
イ
ミ
ン
グ
で
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
を
速
や
か
に
受
け
ら
れ
る
よ
う
体
制
の
充
実
と
周
知

を
図
る
こ
と
。
そ
の
た
め
、
日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
（
法
テ
ラ
ス

、
財
団
法
人
日
本
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
協

）

会
等
に
つ
い
て
、
弁
護
士
会
・
司
法
書
士
会
に
必
要
な
協
力
を
要
請
し
つ
つ
、
体
制
及
び
相
互
連
携
の
強
化
を
図
る
こ
と
。

一

利
息
制
限
法
の
上
限
金
利
を
超
え
る
金
利
に
関
す
る
過
払
い
金
の
返
還
が
多
重
債
務
問
題
の
解
決
に
果
た
す
役
割
に
か
ん

が
み
、
過
払
い
金
の
返
還
が
適
切
に
債
務
者
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
し
、
ま
た
、
過
払
い
金
の
支
払
総
額
を
適
切
に
債
務
者
に

通
知
す
る
な
ど
し
て
、
債
務
者
の
生
活
再
建
に
資
す
る
よ
う
、
取
組
を
進
め
る
こ
と
。

一

利
息
制
限
法
を
超
過
し
た
金
銭
の
貸
付
け
に
お
け
る
、
担
保
と
し
て
の
手
形
・
小
切
手
の
取
得
に
関
す
る
実
態
把
握
に
努

め
、
適
切
な
対
応
策
を
検
討
す
る
こ
と
。

一

無
登
録
・
高
金
利
等
の
ヤ
ミ
金
融
被
害
が
増
え
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
違
法
業
者
の
摘
発
の
た
め
の
体
制
を
整
備
・
拡
充



し
、
関
係
法
令
に
基
づ
く
徹
底
し
た
取
締
り
を
行
う
こ
と
。
ま
た
、
違
法
業
者
に
関
す
る
情
報
を
広
く
一
般
か
ら
効
果
的
に

収
集
す
る
た
め
の
手
法
や
、
貸
金
業
者
・
貸
金
業
協
会
が
行
政
当
局
に
協
力
す
る
仕
組
み
の
導
入
に
努
め
る
こ
と
。
さ
ら
に

将
来
的
に
は
、
法
令
違
反
に
よ
っ
て
得
た
利
益
を
剥
奪
で
き
る
制
度
等
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
る
こ
と
。

一

登
録
業
者
の
監
督
に
つ
い
て
、
よ
り
効
果
的
に
行
う
た
め
の
方
策
を
検
討
し
つ
つ
強
化
を
図
る
こ
と
。
ま
た
、
貸
金
業
者

の
海
外
進
出
状
況
や
進
出
先
で
の
活
動
状
況
に
つ
い
て
は
、
海
外
の
関
係
当
局
と
も
情
報
交
換
し
つ
つ
、
そ
の
実
態
把
握
に

努
め
る
こ
と
。
さ
ら
に
、
日
賦
貸
金
業
者
の
特
例
金
利
が
廃
止
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
制
度
の
潜
脱
を
防
ぐ
た
め
に
、
監
督
上

特
段
の
注
意
を
払
う
こ
と
。

一

若
年
者
に
よ
る
健
全
な
実
需
に
基
づ
か
な
い
不
要
不
急
の
借
入
れ
な
ど
、
無
人
契
約
機
の
安
易
な
利
用
が
多
重
債
務
問
題

の
一
因
と
な
っ
て
い
る
と
の
指
摘
も
踏
ま
え
、
十
分
な
実
態
調
査
の
上
、
安
易
な
借
入
れ
を
抑
制
す
る
仕
組
み
を
検
討
す
る

こ
と
。
ま
た
、
郊
外
に
お
け
る
遊
技
施
設
等
に
隣
接
し
、
各
社
が
集
積
さ
せ
て
い
る
設
置
方
法
な
ど
に
つ
い
て
、
貸
金
業
協

会
に
よ
る
適
切
な
自
主
規
制
が
行
わ
れ
る
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
。

一

指
定
信
用
情
報
機
関
へ
の
情
報
提
供
や
そ
の
信
用
情
報
の
管
理
・
利
用
に
際
し
て
は
、
個
人
情
報
保
護
法
の
遵
守
等
に
よ

り
、
債
務
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
に
欠
け
る
こ
と
の
な
い
よ
う
努
め
る
こ
と
。

一

安
易
な
借
入
れ
を
抑
制
す
る
た
め
、
テ
レ
ビ
・
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
の
放
映
時
間
帯
や
放
映
回
数
、
誇
大
な
看
板
な
ど
広
告
の

方
法
・
内
容
や
頻
度
に
つ
い
て
、
貸
金
業
協
会
に
よ
る
適
切
な
自
主
規
制
が
行
わ
れ
る
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
。

一

多
重
債
務
者
の
増
加
を
極
力
抑
制
す
る
た
め
、
可
及
的
速
や
か
に
金
融
経
済
教
育
を
学
校
教
育
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
な
ど
に

組
み
込
む
こ
と
。
そ
の
際
、
弁
護
士
会
や
司
法
書
士
会
に
必
要
な
協
力
を
要
請
し
、
学
校
段
階
か
ら
家
計
管
理
や
債
務
管
理

に
つ
い
て
の
啓
発
活
動
を
実
施
す
る
こ
と
。
な
お
、
教
材
等
の
適
切
さ
に
つ
い
て
は
、
十
分
な
注
意
を
払
う
こ
と
。

一

上
限
金
利
引
下
げ
や
総
量
規
制
等
の
今
回
の
措
置
及
び
貸
金
業
者
の
多
額
の
過
払
い
金
の
発
生
が
、
経
済
社
会
に
与
え
る

影
響
を
注
視
し
、
適
切
に
対
処
す
る
こ
と
。



一

い
わ
ゆ
る
商
工
ロ
ー
ン
業
者
に
つ
い
て
は
、
主
債
務
者
が
無
資
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
保
証
人
か
ら
の
回
収
を
前
提
と
す

る
よ
う
な
過
剰
な
貸
付
け
が
行
わ
れ
な
い
よ
う
、
貸
金
業
協
会
に
よ
る
適
切
な
自
主
規
制
へ
の
取
組
に
配
慮
す
る
こ
と
。
ま

た
、
保
証
料
等
の
対
価
を
得
る
こ
と
の
な
い
保
証
人
に
関
し
て
は
、
無
償
で
あ
り
危
険
の
み
負
担
す
る
と
い
う
そ
の
性
格
に

か
ん
が
み
れ
ば
、
合
理
性
を
欠
く
も
の
と
考
え
る
余
地
も
あ
る
こ
と
も
含
め
て
、
個
人
保
証
の
合
理
性
な
ど
に
つ
い
て
も
検

討
す
る
こ
と
。

一

資
金
需
要
者
に
対
す
る
公
的
支
援
制
度
等
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
の
拡
充
・
強
化
に
つ
い
て
は
、
貸
し
渋
り
等
に
よ
る
影

響
を
緩
和
し
、
ヤ
ミ
金
融
へ
の
流
出
を
防
止
す
る
観
点
か
ら
、
地
方
自
治
体
や
関
係
団
体
と
も
協
力
し
つ
つ
、
特
段
の
努
力

を
払
う
こ
と
。

一

総
量
規
制
な
ど
、
今
回
導
入
す
る
新
た
な
規
制
の
実
効
性
を
確
保
す
る
た
め
、
資
金
需
要
者
の
所
得
確
認
、
借
入
状
況
確

認
、
本
人
確
認
等
の
適
切
な
与
信
審
査
が
行
わ
れ
る
よ
う
、
指
導
監
督
を
徹
底
す
る
こ
と
。

一

市
民
活
動
を
支
え
る
新
た
な
金
融
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
観
点
か
ら
、
法
施
行
後
二
年
六
月
以
内
に
行
わ
れ
る
見
直
し
に

、

、

、

当
た
り

非
営
利
で
低
利
の
貸
付
け
を
行
う
法
人
の
参
入
と
存
続
が
可
能
と
な
る
よ
う

法
律
本
則
に
明
記
す
る
こ
と
な
ど

必
要
な
見
直
し
を
行
う
こ
と
。

一

今
回
の
改
正
後
の
多
重
債
務
問
題
の
状
況
も
見
極
め
つ
つ
、
全
て
の
消
費
者
信
用
の
利
用
者
の
保
護
を
徹
底
す
る
た
め
、

貸
金
業
者
以
外
の
信
販
や
銀
行
等
も
含
め
た
消
費
者
信
用
全
体
の
体
制
の
在
り
方
等
に
つ
い
て
、
検
討
を
進
め
る
こ
と
。

一

金
融
庁
に
よ
る
検
査
・
監
督
の
実
施
に
関
す
る
情
報
が
社
会
及
び
金
融
資
本
市
場
に
与
え
る
影
響
に
か
ん
が
み
、
立
入
検

査
の
実
施
時
期
、
行
政
処
分
の
内
容
等
に
関
し
て
、
そ
の
情
報
管
理
を
徹
底
す
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


